
 

栃木県保健福祉部障害福祉課 

平成 21 年 9 月 4 日 

 

福祉・介護人材の処遇改善事業に係る助成金の申請手続き等について 

 

 国が定めた「福祉・介護人材の処遇改善事業事務処理要領」（平成 21 年８月 20 日事業

者説明会資料参照）に基づく助成金の活用を計画し申請する事業者は、次のとおり申請手

続き等が必要になります。 

 

１ 交付申請様式 

  Ａ 福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式２－１】 

     （注）精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児（者）通園事業の場合は、

Ｂを使用してください。 

  Ｂ 福祉・介護職員処遇改善計画書【別紙様式２－２】 

          （注）精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児（者）通園事業に使用複数

の施設がある場合には、施設ごとに作成してください。 

  Ｃ 福祉・介護職員処遇改善計画書（事業所等一覧表）【添付書類１】 

     （注）複数の事業所等分を一括して提出する場合に作成してください。 

  Ｄ 福祉・介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）【添付書類２】 

     （注）他都道府県の事業所との間で助成金のやりとりがある場合に作成してく

ださい。 

  Ｅ 承認申請書【別紙様式３】 

     （注）事業者（法人）単位や複数の事業所等分をまとめて申請する場合は、Ｆ

を使用してください。 

  Ｆ 承認申請書【別紙様式４－１】 

     （注）事業者（法人）単位や複数の事業所等分をまとめて申請する場合に使用

してください。 

         （例）同一事業者（法人）が、新体系サービス事業所と精神障害者社会復帰施

設の両方の申請を行う場合には、それぞれ別個に申請してください。 

  Ｇ 承認申請書【別紙様式４－２】 

     （注）精神障害者社会復帰施設及び重症心身障害児（者）通園事業に使用して

ください。 

 

２ 交付申請書の提出期限 

  助成金の交付を希望するサービス提供月の前月末日（必着） 

  （例）平成 21 年 10 月サービス提供分から希望する場合は 9 月 30 日 

   ※ 平成 21 年 8 月 20 日事業者説明会資料Q&A問 19 に「承認の効果は申請月まで遡

ることができる。」とありますが、審査時間等を考慮して前月末日を期限としま

すので協力願います。 

   ※ 平成 22 年度以降の申請については、別途お知らせします。 

 



 

３ 交付申請書の提出方法等 

  提出方法 ： 郵送等（電子申請はできません） 

  提出部数 ： １部 

  提出先  ： 〒320-8501 

        栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

        栃木県保健福祉部障害福祉課施設福祉担当 あて 

        封筒に「福祉・介護職員処遇改善承認申請書在中」と朱書してください。 

 

４ 承認（不承認）通知 

  申請のあった事業者に対し、承認（不承認）通知書を送付します。 

 

５ 助成金請求・交付の流れ 

 （１）（２）以外の事業所等 

    毎月の障害福祉サービス等の報酬請求に併せて、国民健康保健団体連合会を経由

して助成金を請求することになります。具体的には、報酬請求の際に助成都道府県

番号（栃木県：090000）を入力するとともに助成金交付の対象である旨チェックし

てください。 

 （２）障害児施設措置費、重症心身障害児（者）通園事業及び精神障害者社会復帰施設   

助成金 

それぞれ扶助費、委託料又は補助金の支払いに併せ交付します。 

    扶助費、委託料又は補助金の請求書を提出する際に「Ｈ 処遇改善助成金交付請

求書」を併せて提出してください。 

 

６ 実績報告様式 

  Ｉ 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式５】 

     （注）精神障害者社会復帰施設で複数の施設がある場合には、施設ごとに作成

してください。 

  Ｊ 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【添付書類１】 

  Ｋ 福祉・介護職員処遇改善実績報告書【添付書類２】 

          （注）他都道府県の事業所との間で助成金のやりとりがある場合に作成してく

ださい。 

 

７ 実績報告書の提出期限 

  平成 21 年度・・・平成 22 年 5 月末日（必着） 

     （注）年度の途中で助成金事業を中止（辞退）した場合は、上記提出期限にか

かわらず、最終の助成金の支払いがあった月の翌々月末日（必着）としま

す。 

 



 

８ 実績報告書の提出方法等 

  ３ 交付申請書の提出方法等に準じて提出してください。 

  なお、封筒に「福祉・介護職員処遇改善実績報告書在中」と朱書してください。 

 

９ その他 

  国の要領等が変更された場合には、ここに示した内容を変更することがあります。 

 

 


